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I七
事
務
次
官
等
会
議
に
提
出
す
る
法
律
案
及
び
政
令
案
に
添
付
す
る
新
旧
対
照
の
記
載
方
法
に
つ
い
て
（
原
文
横
書
き
）

標
記
に
つ
い
て
は
、
従
来
各
省
庁
ご
と
に
、
上
欄
、
下
欄
が
逆
の
場
合
な
ど
記
載
方
法
が
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
た
め
、

別
紙
例
の
と
お
り
統
一
い
た
し
た
い
の
で
、
協
力
方
お
取
り
計
ら
い
願
い
ま
す
。

（
別
紙
）

例
仙
○
○
○
○
法
（
政
令
）
案
新
旧
対
照
条
文
（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

一

郵
政
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
案
要
綱

郵
政
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
九
十
二
号
）
の
施
行
期
日
を
昭
和
四
十
七
年
七
月
一

日
と
す
る
こ
と
。

軽
自
動
車
検
査
協
会
に
関
す
る
事
務
は
、
自
動
車
局
整
備
部
車
両
課
に
お
い
て
行
な
う
こ
と
と
す
る
。
（
第
○
○
条
関
係
）

三
国
家
公
務
員
等
退
職
手
当
法
施
行
令
の
一
部
改
正

退
職
し
て
軽
自
動
車
検
査
協
会
の
職
員
と
な
り
、
再
び
復
帰
し
て
国
家
公
務
員
と
な
っ
た
者
が
退
職
す
る
場
合
の
退
職

手
当
の
算
定
の
特
例
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
。
（
第
○
○
条
関
係
）

四
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正

再
び
復
帰
し
て
国
家
公
務
員
と
な
る
予
定
で
、
退
職
し
て
軽
自
動
車
検
査
協
会
の
職
員
と
な
る
国
家
公
務
員
に
対
す
る

当
該
退
職
に
係
る
長
期
給
付
に
つ
い
て
特
例
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
。
（
第
○
○
条
関
係
）

広
島
市
、
松
小

附
則

こ
の
法
律
は
、 松

山

郵
政
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
案
参
照
条
文

○
郵
政
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
六
月
二
十
三
日
法
律
第
九
十
一
喜
）

郵
政
省
設
置
法
（
昭
迩
一
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

地
方
郵
政
監
察
局
は
東
京
都
、
長
野
市
、
名
古
屋
市
、
金
沢
市
、
大
阪
市
、
広
島
市
、
松
山
市
、
熊
本
市
、
仙
台
市
及

び
札
幌
市
に
そ
れ
ぞ
れ
一
局
を
置
き
、
地
方
郵
政
局
は
東
京
都
に
二
局
を
、
長
野
市
、
名
古
屋
市
、
金
沢
市
、
大
阪
市
、

第
四
事
務
処
理
要
領
編

二
運
輸
省
組
織
令
の
一
部
改
正
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Ⅱ■■◆▲０■
第
四
事
務
処
理
要
領
編

劇
、
Ｊ
６
喋
宗
上
辰
下
け

市
、
熊
本
市
、
仙
台
市
及
び
札
幌
市
に
そ
れ
ぞ
れ
一
局
を
置
く
。

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
こ
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

ｒ

ｌ

や

り

口

■

■

ｚ
グ
ー
も
〃
ｐ
Ｔ
Ｔ
Ｊ
仏
ｕ
Ｂ
３
ｒ
ｏ
ｔ
、
６
〃
０
８
も
８
１
●
ｌ
ｌ
ｒ
１
６
８
甲
９
０
１

■
己
■
■
Ｄ
ｌ
Ｂ
■
〃
Ｂ
■
■
″
ｐ
０
凸
、
凸
ｒ
■
■
■
Ｕ
凸
？
０
０
０
■
Ｆ
９
Ｄ
Ｅ
■
■
Ｆ
ｏ
・
■
５
口
■
■
■
■
■
■
ロ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ｇ
ｒ
・
■
■
。

－

内
閣
閣
第
二
五
九
号

昭
和
四
七
年
三
月
七
日

内
閣
官
房
内
閣
参
事
官
室

首
席
内
閣
参
事
官

ソ
ま
ち
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
を

一

一

一

一

一

十

一
二
ニ
ー
ハ

－
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改
正
案

現

行
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九
法
律
案
、
政
令
案
及
び
条
約
案
閣
議
決
定
書
類
の
処
理
方
法
の
変
更
に
つ
い
て

当
局
か
ら
内
閣
官
房
に
回
付
す
る
標
記
書
類
の
処
理
に
つ
い
て
、
昭
和
四
十
九
年
一
月
一
日
以
後
最
初
の
閣
議
に
提
案
す
る

も
の
か
ら
、
左
記
の
と
お
り
変
更
す
る
こ
と
と
す
る
。

八
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
案
に
対
す
る
参
考
資
料
の
添
付
に
つ
い
て

内
閣
官
房
内
閣
参
事
官
室

首
席
内
閣
参
事
官

今
後
、
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
案
を
事
務
次
官
等
会
議
及
び
閣
議
に
付
議
す
る
場
合
に
は
、
当
該
法
律
の
要
綱
を

添
付
す
る
よ
う
お
取
り
計
ら
い
願
い
ま
す
。

な
お
、
政
令
案
が
法
律
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
添
付
す
る
要
綱
の
う
ち
、
当
該
施
行
に
係

る
部
分
に
傍
線
を
引
き
、
「
（
今
回
施
行
期
日
を
定
め
る
分
）
」
と
注
記
さ
れ
た
い
．

第
四
事
務
処
理
要
領
編

二
三
八

例
②
簡
単
な
改
正
の
場
合
な
ど
で
、
新
旧
対
照
を
上
欄
・
下
欄
に
分
け
ず
に
改
正
点
の
み
を
表
示
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
こ

れ
に
つ
い
て
は
従
来
ど
お
り
左
記
方
法
と
す
る
。

細
（
右
側
に
改
正
条
文
）

ｌ
○
○
○
○
○
○
○
○
○

一
一

一

２
政
令
案
及
び
条
約
公
布
案
件
に
係
る
署
名
大
臣
の
指
定
に
つ
い
て
は
、
附
せ
ん
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
を
改
め
、
法
律

案
の
場
合
と
同
様
、
い
わ
ゆ
る
署
名
用
紙
（
赤
わ
く
の
も
の
）
‐
を
用
い
・
る
こ
と
と
す
る
。

こ
れ
に
伴
い
、
い
わ
ゆ
る
署
名
用
紙
は
、
法
律
案
、
政
令
案
及
び
条
約
公
布
案
件
の
い
ず
れ
に
も
共
用
す
る
こ
と
と
し
、

同
用
紙
の
書
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
事
務
処
理
要
領
編
二
三
九

記

作
成
を
廃
止
す
る
こ
と
と
す
る
も
の

１
法
律
案
閣
議
決
定
関
係
書
類
の
う
ち
国
会
提
出
文
に
係
る
い
わ
ゅ
る
青
紙

２
政
令
案
閣
議
決
定
関
係
書
類
の
う
ち
公
布
文
に
係
る
部
分

３
条
約
承
認
案
件
閣
議
決
定
書
類
の
う
ち
国
会
提
出
文
に
係
る
い
わ
ゆ
る
青
紙

処
理
方
法
を
変
更
す
る
こ
と
と
す
る
も
の

１
政
令
案
閣
議
決
定
書
類
に
お
い
て
公
布
文
を
記
載
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
に
伴
い
（
右
－
２
）
、
同
書
類
の
い
わ
ゆ

る
青
紙
の
書
式
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

を
審
査
し
た
が
、
右
は
請
議
の
よ
う
に
閣
議
決
定
さ
れ
て

よ
い
と
認
め
る
。政

令
案

提
案
》

Ｄ
Ｂ
■
且
口
＆
■
■
■
Ｄ
Ｂ
■
ｇ
ｐ
Ｄ
■
ｐ
■
凸
■
■
■
Ｐ
Ｂ
０
８
ｐ
〃
Ｕ
▼
▲
■
■
■
■
８
■
凸
■
■
ａ
■
〃
■
■
■
■
■
■
■
■
ｑ
■
■
■
Ｔ
■
■
■
■
■
■
■
ｑ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｕ
Ｐ
Ｃ
・
■
■
９

(旧）

○
○
○
○
○
○

（
左
側
が
現
行
条
文
）

○
○
○
○
○
○
○
。

内
閣
閣
第
一
八
三
号

昭
和
四
八
年
九
月
二
七
日

１
１
！

（
原
文
横
書
き
）

■
マ
ー
■
９
月
■
口
Ｑ
ｄ
む
ぃ
０
ワ
０
口
＆
Ｕ
●
９
０
Ｂ
ｒ
Ｂ
且
■
ロ
日
■
■
Ｂ
■
■
日
●
■
Ｕ

口

８
０
８
８
口
■
且
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